
 

令和７年度千葉県医師修学資金貸付制度 
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【添付資料】 

千葉県医師修学資金貸付制度 Q&A、様式記載例、千葉県医師修学資金貸付条例、 

千葉県医師修学資金貸付条例施行規則 

千葉県内の医療機関で働く医師の確保を目的とした貸付制度です。特段の事情がある 

場合を除き、貸付けを受けたすべての方が、所定の期間、返還免除要件に沿った勤務を  

行い、返還が免除されることを基本とした制度であることを十分理解したうえで、お申し

込みください。 

～お問い合わせ先（申請書類提出先）～ 

住 所：〒２６０－８６６７  千葉県千葉市中央区市場町１－１ 

千葉県 健康福祉部 医療整備課  

医師確保・地域医療推進室 医師修学資金貸付担当 

電 話：０４３－２２３－３８８３（直通） 

E-mail：d-chibank@mz.pref.chiba.lg.jp 

千葉県ホームページ ※当該制度の説明動画を配信しています。 

https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/ishi/ishikakuho/kashitsuke.html 

mailto:d-chibank@mz.pref.chiba.lg.jp
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Ⅰ 制度概要 

（１）千葉県医師修学資金貸付制度について 

千葉県医師修学資金貸付制度は、医師を志す大学生の皆さんに、修学資金を貸し

付け、卒業後に所定の期間、千葉県内で勤務してもらうと借り受けた全額が返還免

除になる制度です。 

つまり特段の事情がある場合を除き、貸付けを受けたすべての方が、所定の期間、

返還免除要件に沿った勤務を行い、返還が免除されることを基本としています。 

本制度は、地域における医師不足や地域偏在を改善するため、地域医療に貢献し

ようとする意志を持つ医学生及び医師の確保が目的です。 

 

 

 

 

 

 

（２）制度利用者数の推移 

制度利用者はどんどん増えており、令和６年度末時点でふるさと医師支援コース

修学資金以外のコース利用者も合わせ６９１人に貸付けを行いました。そのうち、

令和７年３月時点で２８１名が医師として活躍しており、２８名が返還免除となり

ました。 

 

【令和６年度末時点の貸付実績】 

 

 

 

 

 

 
【ふるさと医師支援コース修学資金利用者の在籍大学数（貸付決定時点）】 

 99大学（令和６年度までの実績） 
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Ⅱ 申込みから貸付決定まで 

（１）申込資格 

千葉県外の医学部に入学した方で、以下の①～③の条件の全てを満たすことが

必要です。 

①  次のア～エのいずれかの条件を満たすもの 

ア 千葉県内に住所※を有する者 

イ 千葉県内に所在する高等学校等（高等学校、中等教育学校の後期課程、 

特別支援学校の高等部、大学、高等専門学校、専修学校の高等課程）を 

卒業し又は修了した者 

ウ 大学に入学するために住所※を変更した者であって、当該変更をした日前 

の１年間千葉県内に住所※を有していた者 

エ 二親等以内の親族が千葉県内に住所※を有している者 

※居住地を含む 

② 将来、医師として、知事が定める医療機関に貸付期間の１．５倍に相当  

する期間、従事しようとする意志がある者 

③ １年生から３年生まで（令和７年４月時点） 
 

（２）募集人数・対象大学 

募集人数：１８名 

対象大学：千葉県外の医学部を有する大学 
    

（３）貸付金額 

国公立大学、私立大学共通：月額１５万円 

（６年間貸付けを受けた場合の総額：１,０８０万円） 
 

（４）貸付期間 

令和７年４月から正規の修学期間を修了する月まで 

 

（５）応募期限 

令和７年４月１日（火）～令和７年６月３０日（月）【必着】 

 

（６）提出書類及び提出方法 

 以下の書類①～⑨を千葉県健康福祉部医療整備課に郵送又は持参※により提出

してください。郵送の場合は、簡易書留にして、封筒に「千葉県医師修学資金ふ

るさと医師支援コース申請書在中」と記載してください。 

 

① 修学資金貸付申請書（第一号様式） 

・本人名義の振込口座の通帳の写し 

※銀行名、支店名、預金種別、口座番号が分かる箇所 

※WEB通帳等の場合は、上記内容が確認できる箇所を印刷して提出する

こと 

※ 持参の場合⇒土日祝日を除く、午前９時～正午、午後１時～５時 
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② 誓約書（第二号様式） 

③ 同意書 

④ 申請者及び連帯保証人 2名の住民票（本籍地の記載があり、個人番号は省略すること） 

⑤ 連帯保証人の印鑑証明書（2名分） 

⑥ 大学の在学証明書（学年が分かる証明であること） 

⑦ 千葉県出身者であることを証明する、以下のいずれかの書類※１ 

ア 千葉県内に住所※２を有することを証明する書類 

  例）住民票の写し※３、居住地が確認できる賃貸借契約書の写し等 

イ 大学に入学するために住所※２を変更し、当該変更をした日前の１年間 

県内に住所を有していたことを証明する書類 

例）住民票の除票、戸籍の附表、その他公的な証明書、居住地が確認で 

きる賃貸借契約書の写し等 

ウ 県内に所在する学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第六章から

第十一章に規定する高等学校等を卒業し、修了したことを証明する書類 

     例）当該学校の卒業証明書 

エ 二親等以内の親族が県内に住所※２を有しており、かつ、申請者と二親等

以内の親族であることを証明する書類 

     例）住民票の写し※３、戸籍謄本、その他公的な証明書、居住地が確認で 

きる賃貸借契約書の写し等 

⑧ 面接カード（規定様式） 

⑨ 小論文（規定様式。別途テーマ指定あり。）1,000字程度 

※１ 住民票の写し、戸籍謄本、その他公的な証明書は、令和７年４月１日以

降に発行を受けたものとする。 

   ※２ 居住地を含む。 

   ※３ 住民票の写しは、個人番号が省略されているものとすること。 

 

（７）メールアドレスの登録 

申請書の内容確認、面接の案内等を行うため、申請書類とは別に下記アドレス

にメールを送信してください。 

アドレス：d-chibank@mz.pref.chiba.lg.jp 

件  名：千葉県医師修学資金（ふるさと医師支援コース）の申請 

本  文：ふるさと医師支援コースを申請した旨、氏名、大学名、 

学年、メールアドレス、電話番号 

 

 

（８）選考・貸付決定 

選考は、書類審査（小論文）と面接審査で行います。これらの審査を経て、県 

で貸付けの可否を決定し、その旨を通知します。 

 
↑ 

こち らから も 

送信できます 

mailto:d-chibank@mz.pref.chiba.lg.jp
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なお、各審査及び貸付決定は、次の時期を予定しています。具体的な審査日時

は追って御連絡します。 

① 面接審査：８月を予定。所要時間は３０分程度。 

② 貸付決定：９月から１０月を予定 
 

（９）修学資金の振込 

毎月の修学資金は、申請時に本人が指定した本人名義の口座に振り込みます。 

なお、新規貸付時のみ、申請年度の４月から貸付決定月までの月数分の修学資 

金を一括して振り込みます。 

 

【連帯保証人についてよくある質問】 

Ｑ．連帯保証人は、必ず２名選任しなければなりませんか？ 

Ａ．必ず２名選任いただきます。２名選任することができない場合は、当該修学資金

の貸付けを受けることはできません。 

 

Ｑ．連帯保証人の２名は、申請者の両親でよろしいでしょうか？ 

Ａ．不可です。１名を申請者の親にした場合、もう１名は、原則、独立の生計を営み、

修学資金の返還の責任を負うことができる、親以外の方を選任する必要がありま

す。 

なお、申請者と連帯保証人が生計を一にしていることは問題ありません。２名の

連帯保証人について、それぞれが独立している必要があります。 

 

Ｑ．「独立の生計を営む」とは、具体的にどのような場合でしょうか？ 

Ａ．原則、別居していることを指します。ただし、住所が同じ場合であっても、住民

票等の提出により、世帯が分かれていることを証明できれば、連帯保証人になる

ことが可能です（ただし、別居していても両親同士は不可）。 

 

Ｑ．離婚した親同士で、連帯保証人になることはできますか？ 

Ａ．独立の生計を営み、修学資金の返還の責任を負うことができる場合は可能です。

同一世帯である場合は、連帯保証人になることはできません。 

 

Ｑ．連帯保証人に収入や職業の審査はありますか？ 

Ａ．収入や職業の審査はありません。修学資金の返還の支払いの責任を負うことがで

きる資力を有する方であれば、連帯保証人になることが可能であり、例えば年金

受給者の方であっても、返還の責任を負うことができる方であれば構いません。 

 

Ｑ．制度利用中に連帯保証人を変更することはできますか？  

Ａ．可能です。連帯保証人としての要件を満たす方への変更であって、必要な書類

を御提出いただければ、いつでも変更することができます。  
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Ⅲ 千葉県医師修学資金制度の魅力 

（１）一般的な医師のキャリア形成の流れ 

医師は①医学部在学中、②臨床研修、③専門研修、④研修後の勤務、の流れを

経て、自身のキャリアを形成していきます。 

【医師のキャリア形成例】 

 

 

 

① 医学部在学中 

医学部で学びながら、「自分は何科に興味があるのか」、「どのような病院で研

修したいか」、「どのような医師になりたいか」といったキャリアビジョンをイ

メージします。学校生活を送りながら、卒後すぐの研修先である臨床研修病院

での採用活動や医師国家試験の対策を行います。 

② 臨床研修 

医師免許取得後、様々な診療科をローテーションで経験し、臨床技術・知識

を身に着けていきます。2年目までには自分が専門としたい診療科、次の「専門

研修」を行う医療機関を決定します。 

③ 専門研修 

内科、小児科、救急科などの、自身が専門としたい診療科の研修を行う方が

多いです。研修が修了すると、「専門医」として各学会からの認定を受けること

ができます。診療科によって研修の期間は様々ですが、概ね３～５年で研修を

終えます。（専門医資格の取得は必須ではありません。） 

④ 研修後の勤務 

医療機関での臨床による更なるスキルアップや、海外留学等によるキャリア

アップ、大学院での研究、後輩の指導教育など、多様な選択肢により、医師と

してのキャリアを確立させていきます。 

 

【修学資金制度・医師のキャリアでよくある悩み】 

 

 

 

 

 

 

 

修学資金を借りると選べる

診療科が制限されることも

あるって聞くけど… 

修学資金を借りても大学院

とか海外留学行けるの？ 

診療科を選ぶとか研修の病

院をどうするとかキャリア

で色々悩んじゃいそう… 

将来、結婚したいし、育休や

産休ってとれるのかな？ 
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（２）千葉県医師修学資金貸付制度の３つの魅力 

① 診療科の限定なし 

 千葉県の医師修学資金制度は、診療科の限定をしていません。よって、「修

学資金制度の制限によって、興味のある診療科に進めない…」といったことは

なく、自分の進みたい診療科に進むことが可能です。 

 また、臨床研修・専門研修を行う病院についても、千葉県内の病院であれば、

自身で選択することができます。 

② 手厚いキャリアサポート 

 千葉県にはキャリアコーディネータやサポータという、現役の医師がおり、

いつでも修学資金生の悩みや不安に応えてくれます。 

 また、千葉県では千葉県内の病院を見学できるバスツアーや、他の修学資金

生と交流を深められるイベントを多数行い、充実したキャリアサポートを行

っています。 

③ 充実した猶予制度 

 千葉県では義務履行の猶予制度を設け、千葉県内での勤務を先送りにする

ことで、大学院進学や海外留学によるキャリアアップや、育休・産休などのラ

イフイベントへの対応を可能にしています。 

 

Ⅳ 千葉県のキャリア形成サポート 

（１）千葉県医師キャリアコーディネータ・キャリアサポータ 

医師キャリアコーディネータは県医療整備課に勤務する現役医師です。修学資

金制度利用者（学生・医師）の「将来どんな診療科に進もう？」、「自分の進みた

いキャリアで義務履行できるか不安…」といった悩みに応えます。 

また、県内の医療機関等で活躍している先輩医師の中から、修学資金制度利用

者のキャリアに関する相談等に御協力いただける「キャリアサポータ」が令和 6

年度末時点で 29 名います。サポータの中には修学資金制度を利用している医師

もいます。 

【千葉県医師キャリアコーディネータ】 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 

 

R6.君津中央病院にて R6.さんむ医療センターにて 

R6年度リーフレット 

 

（２）卒前支援プロジェクト 

 卒業後の千葉県内での勤務や、医師としてのキャリア形成のイメージができ

るように、千葉県では「卒前支援プロジェクト」と称して様々なイベントを開

催しています。主なイベントは以下のとおりです。 

① 病院見学バスツアー 

 バスに乗って 1日で 2～3箇所ほど千葉県内の病院等を巡ります。普段

なかなか見られない病院の施設見学や、実際に勤務する医師の話を聞く

ことで、卒後の勤務イメージを膨らませることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② オンライン座談会 

 キャリアコーディネータ、サポータを交えた座談会により、修学資金

生同士の交流を深めます。キャリアコーディネータやサポータ自身の体

験談を聞いたり、修学資金生の悩みに答えいただいたりする貴重な機会

です。 

 

③ 臨床研修オリエンテーション 

 臨床研修前には、「研修医として

どんな経験をしたらいいのだろ

う？」、「救急外来の対応ってどう

すればいいの？」といった悩みや

不安が生まれます。そういった悩

みにパネリストの先生方が答えな

がら、仲間と交流することができ

ます。 
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（３）キャリア形成プログラム（プログラム全文は１８ページに掲載） 

 キャリア形成プログラムとは、県が策定した、修学資金の返還免除要件を

満たしつつ、医師のキャリア形成を両立させるための計画のことであり、義

務年限中にどのような医療機関で勤務するのかを具体的に定めたものになり

ます。 

 キャリア形成プログラムは全部で 5つあり、臨床研修 2年目までに、必ず

いずれかのプログラムを選択します。 

【キャリア形成プログラム一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）診療科別コース 

 臨床研修後、医師 3年目の専門医取得から義務履行までのモデルコースを

診療科別コースと言います。各病院の診療部長等のコース管理者が修学資金

生のキャリア形成と義務履行をサポートします。千葉県では令和 7年 4月現

在で 214コースを設置しており、どの診療科の専門医取得も可能です。 

【キャリア形成プログラムと診療科別コースの関係】 

・キャリア形成プログラム 

返還免除に向けた勤務について、地域要件や地域ごとの勤務年数などを定

めたもの。プログラムによっては診療科が限定されるものもある。 

・診療科別コース 

返還免除までに勤務が想定される地域や具体的な医療機関名のほか、取得

可能な資格等を示したモデルコース。キャリア形成プログラムに基づく具体

的な勤務イメージを示したもの。 
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（５）猶予制度 

 義務履行中は常に義務履行要件に沿った勤務をし続けなければならないわ

けではありません。海外留学や大学院進学によるキャリアアップ、出産・育

児等のライフイベントに対応しなければならないこともあるでしょう。そう

いった場合でも猶予制度により、柔軟に対応することが可能です。 

 

区分 名称 理由 期間上限 

既定期間 猶予期間１ 
条件なし 

（例）大学院への進学、留学、猶予３に該当しない

県外勤務 等 
４年 

申請 

により 

加算 

猶予期間２ 

災害、疾病、出産、育児等、正当な事由

により業務に従事できないと認められる

場合 

事情に応じて 

期間を設定 

猶予期間３ 

専門医取得のための特定病院以外での

勤務（専門研修プログラムの基幹施設が 

県内の医療機関である場合に限る） 

基本領域取得

に必要な最低

限の期間 

 

  



- 11 - 

 

（申込みの前に） 

・返還免除要件（キャリア形成プログラム）などの制度内容を確認 

（貸付開始～） 

・卒前支援プラン開始：修学資金制度利用者向けの様々なイベントに参加 

在

学

中 

臨

床

研

修 

病
院
等
で
勤
務 

（５年生） 

・秋～冬頃に、医師キャリアコーディネータと個別面談 

（６年生） 

・夏頃に、臨床研修病院を選択（原則、県内の臨床研修病院を選択） 

⇒キャリア形成プログラムを確認し、キャリア形成プランを作成する 

 ※ 状況に応じて随時、医師キャリアコーディネータと個別面談 

（臨床研修２年目までに）  

・専攻したい診療科を踏まえ、診療科別コースを選択（当該コースを策定してい

る専門研修基幹施設の専門研修プログラムを選択） 

⇒新プログラム、政策医療分野プログラム、診療支援部門プログラム、小児科

プログラム、産科プログラムの中からいずれかを選択 

・（以降、随時更新）キャリア形成プランを見直す 

・不安なことがあれば、医師キャリアコーディネータ等へ相談 

・診療科別コース（キャリア形成プラン）に沿って専門研修を実施 

⇒ 専門医（基本領域）を取得   

※ 専門研修の時期は自由です。また、専門医の取得は必須ではありません 

・診療科別コース管理者のサポートを受けながら、各病院群の病院等で勤務 

・留学等で返還免除に必要な勤務を継続できないときは、猶予期間を利用 

・ライフイベント等、事情によっては、猶予期間の加算申請が可能 

キャリア形成プログラムの満了（返還免除） 

Ⅴ 返還免除について 

（１）返還免除の要件 

 前述のとおり千葉県医師修学資金貸付制度は、貸付けを受けたすべての方

が、所定の期間、返還免除要件に沿った勤務を行い、返還が免除されること

が基本の制度です。 

 具体的な返還免除要件は以下のとおりです。 

① 大学を卒業した日の属する月の翌月から起算して 1年 3カ月以内に医師の

免許を取得し、貸付期間の 1.5倍の期間、知事が定める医療機関に勤務し

たとき 

② 業務上の事由による死亡等により、①を満たすことが不可能となったとき 

（２）貸付決定から返還免除までの流れ 
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Ⅵ 返還について 

（１）貸付決定の取消し等 

ア 貸付決定の取消し 

貸付期間が満了する前に、次の事項に該当した場合、貸付決定の取消しを行

います。この場合、当該事由が生じた日の属する月の翌月分から貸付けを行い

ません。 

（ア）死亡したとき。 

（イ）退学したとき。 

（ウ）心身の故障のため修学の見込みがないと認められたとき。 

（エ）修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。 

（オ）その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがないと認められたとき。 
 

イ 取消し以外で貸付けを行わない場合 

 制度利用者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学した日又は当該

処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで、修学

資金の貸付けを行いません。 

※ 休学等をした場合は、速やかに県に連絡してください。 

 

（２）返還 

次のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該事由が生じた日の属する月

の翌月の末日までに、借り受けた修学資金※を、一括で返還しなければなりません。 

ア 貸付期間が満了したとき（返還免除要件を満たす見込みである場合は除く）。 

イ 修学資金の貸付けの決定が取り消されたとき。 

ウ 知事が定める病院等での勤務による返還の免除を受ける前に、死亡したとき。 

エ 知事が定める病院等での勤務による返還の免除を受けることができないと

確定したとき。 

※ 借り受けた修学資金に利息を付した金額となります。 

 

（３）利息・延滞利子について 

ア 利息 

修学資金の貸付けを受けた日の翌日から最後に貸付けを受けた日までの期 

間の日数に応じ、貸付けを受けた額につき年１０パーセントの割合で計算した

利息を支払わなければなりません。 

なお、年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、３６５

日当たりの割合とします。６年間・月１５万円の貸付けを受けた場合の利息総

額は、約３２０万円となります。 
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イ 延滞利子 

修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日 

から返還した日までの日数に応じ、返還すべき額につき年１４．５パーセント

の割合をもって計算して得た額に相当する額の延滞利子を支払わなければ    

なりません。やむを得ない事由があると千葉県知事が認めるときには、延滞利

子を減免する場合があります。 

 

（４）返還の猶予 

次のいずれかに該当するときは、その事由が継続する期間、返還を猶予します。 

ア 修学資金の貸付けを取り消された後も引き続き大学に在学しているとき。 

イ 知事が定める病院等での勤務により、返還の債務の免除を受けると見込まれ 

るとき。 

ウ 災害、病気その他やむを得ない事由により、返還が著しく困難になったとき。 

  

※ 利息を含めて、返還を猶予します。 

※ イの猶予は、義務履行中に認められるものです。 

※ 制度利用者が正当な理由なく、千葉県医師修学資金貸付条例施行規則の規定によ

り提出すべきものとされた届出、報告等を提出しないときは、返還の猶予を取り消

すことがあります。 
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（５）書類の提出について 

  上記の貸付決定の取消し、返還、返還の猶予は、千葉県医師修学資金の規定によ

り提出すべきものとされた届出、報告等の提出が必要です。 

  制度利用者が正当な理由なく、届出、報告等の提出をしないときは、貸付けの一

時保留、返還請求、返還猶予の取消し等の措置を講じる場合があります。 

 

Ⅸ 住基ネットを使用した本人情報の確認 

本制度の貸付けを受けている方などについては、住所に変更があった場合に、  

「氏名（住所）変更届」を提出していただきますが、転居後（入籍等の後）も変更届

の提出がない場合には、住基ネットを利用して住所調査を行います。 

（１）調査の対象となる人 

・ 制度利用者 

・ 連帯保証人 

（２）調査を行うとき 

制度利用者や連帯保証人が、本制度に規定する必要な届出を行っていないため、

県から通知を出したが、宛先不明で戻ってくる場合 

（３）調査の内容 

・ 氏名、住所の変更の事実の確認 

・ 生存の事実の確認 
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千葉県医師修学資金貸付制度 Q&A 

 

（１）貸付けについて 

Ｑ．貸付金の用途は決められているのでしょうか？ 

Ａ．用途の制限は、特にありません。 

 

Ｑ．在学期間の途中まで（例えば、４年生まで）貸付けを受けることは可能ですか？ 

Ａ．この貸付制度は、「正規の修業期間を経過するまでの期間」に対して貸付けを  

行います。したがって、貸付決定を受けた場合、原則、６年生までは貸付けを受

けることとなります。 

例外として、例えば留年などで同じ学年が連続する場合、６年生を迎える前に貸

付期間が満了します。 

≪例_１年生で貸付けを受けて、５年生で留年した場合≫ 

学 年 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ５年生 ６年生 

貸付期間 １年目 

(貸付開

始) 

２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

６年目 

（貸付期

間満了） 

貸付け 

なし 

 

Ｑ．他の奨学金制度などとの併用は可能でしょうか？ 

Ａ．併用の制限は設けていません。ただし、他の奨学金制度で定められた条件など（勤

務条件や返還猶予など）が、千葉県医師修学資金貸付制度の返還免除に支障をき

たすことがないか、よく御確認ください。（不安な場合は、県にお問い合わせく

ださい。） 

 

Ｑ．２年次から貸付けを受けた場合や、３年次から貸付けを受けた場合、それぞれ 

の返還免除要件を満たすための勤務を要する期間はどのようになりますか？ 

Ａ．２年次から貸付けを受けた場合は７年６カ月、３年次から貸付けを受けた場合は

６年となります。キャリア形成プログラムの種類によって異なることはありませ

ん。 

 

（２）返還について 

Ｑ．この貸付制度を離脱（辞退）する場合のペナルティはありますか？ 

Ａ．借り受けた修学資金を一括で返還いただきます。返還時期は、返還事由が生じた

日の属する月の翌月の末日までです。このほか、大学の推薦を受けて医師修学資

金を申し込まれた場合は、在学している大学にもご確認ください。 

 

Ｑ．例えば、義務年限９年間のところ、３年間勤務して制度を離脱する場合、返還金

額のうち、３分の１は免除されますか？ 

Ａ．返還免除を受けるために必要な期間の勤務を行わなかった場合、原則として、そ

れまでの勤務期間にかかわらず、貸付金額の全額を一括で返還していただきます。 



- 16 - 

 

  なお、この貸付制度から正当な理由なく離脱し、県が離脱に同意していない場合

（不同意離脱）、不同意離脱者を採用した病院は、厚生労働省からの補助金を減

額される場合があります。また、不同意離脱となった場合には、（一社）日本専

門医機構による専門医の認定がされない可能性があります。 

 

（３）連帯保証人について 

  → ５ページ参照 

 

（４）その他 

Ｑ．在学中に留年・休学した場合は、貸付けは取り消されるのですか？ 

Ａ．留年・休学により貸付けが取り消されることはありません。ただし、留年した場

合でも、貸付けは正規の修業期間分のみとなります。また、留年が確定した場合

は速やかに県へ報告してください。 

休学においては、休学した日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分

まで貸付けを行いません。休学が決定する場合、速やかに県に連絡してください。 

 

Ｑ．医師国家試験が不合格だとどうなりますか？ 

Ａ．返還が免除されるためには、「大学を卒業した日の属する月の翌月の初日から起

算して１年３月以内に医師の免許を取得すること」が要件となっています。よっ

て現行の医師国家試験の下、連続２回不合格になると、貸付金を返還していただ

くことになります。また、２回目の試験で合格となった場合でも、免許の申請手

続きが遅れ、１年３月以内の免許取得ができない場合は、返還していただくこと

となりますので、速やかに手続きを行ってください。 

 

Ｑ．本人が死亡した場合はどうなりますか？ 

Ａ．個々の状況で判断します。一般的には、医師の業務に従事する期間又は臨床研修

を受けている期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の

故障のため業務を継続することができなくなったときは、修学資金の返還及びそ

の利息の支払の債務が免除されます。 

上記以外の場合、相続人又は連帯保証人に修学資金の返還及びその利息の支払い

を行っていただきます。なお、修学資金貸付制度利用者が死亡し、又は災害、病

気その他やむを得ない事由により、修学資金の返還ができなくなったときは、修

学資金の返還及びその利息の支払の債務の全部又は一部を免除することがありま

す。 
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千葉県キャリア形成卒前支援プラン 

 

令和 5 年 4 月 11 日策定 

 

１ 目的 

本プランは、千葉県医師修学資金貸付制度において、将来、キャリア形成プログラムの

適用を受ける学生に対し、卒業時までの期間、地域医療や将来の職業選択に対する意識の

涵養を図るためのプロジェクト（卒前支援プロジェクト）を実施し、地域医療に貢献する

キャリアを描けるように支援することを目的とします。 

 

２ 適用の対象 

令和５年度以降、地域枠で入学する者、又は、地域枠以外の枠で入学しキャリア形成プ

ログラムの適用について同意した者を対象とし、県と対象学生の間での合意により適用さ

れるものとします。 

 

３ 「卒前支援プロジェクト」について 

対象学生が将来従事する地域と接する機会を提供するため、本プランに基づき、県は、

地域医療に関する講義やセミナー、イベント等を実施することとし、これを「卒前支援プ

ロジェクト」と位置付けます。 

    

① 県の役割 

県は、適宜、プロジェクトを企画し、参加募集を行うものとします。 

また、対象となる学生に対し、プロジェクトへの積極的な参加を促します。 

なお、令和 4 年度以前に入学した者に対しても、卒前支援プロジェクトへの参加を推奨

します。 

 

② 大学の役割 

    大学は、医学部の教育カリキュラム内において、地域医療に関する教育を行っている場

合に、県と大学との調整において、当該講義等を「卒前支援プロジェクト」の枠組みに位

置付けるなど、県と協力し、プロジェクトの充実に努めるものとします。 

 ③ 対象学生の責務 

対象学生は、以下のスケジュールを目途に卒前支援プロジェクトへの参加に努め、真摯

に取り組むものとします。 

 

＜キャリア形成プログラムに基づく勤務開始までのスケジュール＞ 

時期 内 容 

貸付申込前 
卒前支援プロジェクト及びキャリア形成プログラム（卒業後、修学資金貸付制度の

従事要件に関するプログラム）の内容を理解し、適用に同意 

卒
前
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

対
象
期
間 

 

入
学
か
ら
卒
業
ま
で 

※ 期間を通じて少なくとも３回以上の参加に努めてください。 

・ 県や千葉県医師キャリアアップ・就職支援センターが企画するイベント（「病

院見学バスツアー」や「セミナー」など）に参加 

・ 県キャリアコーディネータ、キャリアサポータへの相談 

  （相談を希望する場合は、随時、県に申し出てください） 

・ 地域医療学など、「卒前支援プロジェクト」に位置付けられた所属する大学の

講義を受講 

臨床研修 

開始前 

・ キャリア形成プログラムに基づいた卒業後のキャリアプランを作成 

・ キャリアコーディネータと面談 
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キャリア形成プログラム 

 

１ 各プログラム共通の用語の定義 

用語 定義 

医師少数区域 山武長生夷隅、君津保健医療圏 

小児科の相対的医師少数区域 
東葛南部、東葛北部、山武長生夷隅、君津  

保健医療圏 

産科の相対的医師少数区域 東葛北部、香取海匝保健医療圏 

医師の確保を特に図るべき区域等 

 以下に掲げる区域を示す 

・ 医師少数区域 

・ 地域医療の確保及び修学資金貸付制度 

利用者におけるキャリア形成支援の観点 

から、医師の派遣が必要と認められる保健

医療圏 

（東葛南部、東葛北部、印旛、香取海匝、   

安房、市原保健医療圏） 

各保健医療圏 下表のとおり 

臨床研修病院群 
県内の基幹型臨床研修病院の臨床研修  

プログラムに沿って勤務する医療機関等 

【注意】 

・ 区域や医療機関群については、医師少数区域の変更や、臨床研修病院の新規指定・指定取消など

により、今後変更となる場合があります。 

・ ただし、変更により外れた対象医療機関での勤務実績がある場合、その勤務期間を就業義務  

年限に算定します。 

 

２ 保健医療圏の構成市町村 

保健医療圏 構成市町村 

千  葉 千葉市 

東葛南部 市川市、船橋市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、浦安市 

東葛北部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市 

印  旛 
成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、

印旛郡酒々井町、栄町 

香取海匝 銚子市、旭市、匝瑳市、香取市、香取郡神崎町、多古町、東庄町 

山武長生夷隅 

茂原市、東金市、勝浦市、山武市、いすみ市、大網白里市、    

山武郡九十九里町、芝山町、横芝光町、長生郡一宮町、睦沢町、

長生村、白子町、長柄町、長南町、夷隅郡大多喜町、御宿町 

安  房 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡鋸南町 

君  津 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 

市  原 市原市 

 

右記の条件に当てはまる地域は「県内

の千葉市以外の地域」となります。 
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３ 猶予について 

貸付期間が満了すると返還義務が生じますが、将来、返還免除要件に該当する 

ことが見込まれる状況が継続している間は、申請により返還猶予が受けられます。 

貸付期間満了後の猶予については、キャリア形成の支援や、それぞれのライフ 

プランと返還免除要件の両立のため、猶予期間を追加することができます。 

猶予期間は、事由を問わない期間（猶予期間１）と、正当な事由として加算する

期間（猶予期間２又は３）に区分されます。 

区分 名称 理由 期間上限 

既定期間 猶予期間１ 
条件なし 

（例）大学院への進学、留学、猶予３に該当しない

県外勤務※１ 等 
４年 

申請 
により 
加算※２ 

猶予期間２ 
災害、疾病、出産、育児等、正当な事由

により業務に従事できないと認められる
場合 

事情に応じて 
期間を設定 

猶予期間３ 
専門医取得のための特定病院以外での

勤務（専門研修プログラムの基幹施設が 
県内の医療機関である場合に限る） 

基本領域取得
に必要な最低
限の期間 

※１ やむを得ない理由により、臨床研修について県外の基幹型臨床研修病院を選択した場合は、  

当該研修期間は「猶予期間１」が適用されます。 

※２ 「猶予期間２」及び「猶予期間３」は、要件に該当していても猶予加算を希望しない場合は申請 

不要とします（既定期間で足りる場合など）。 

【注意】 

・ 返還免除要件に沿った勤務期間の算定は、１月に満たない場合は１月とみなすため、正当な  

理由がある期間が１月未満の場合は、猶予加算の対象とはなりません。 

・ 休業等から復職する日が申請時点の予定を繰り上げた場合などは、当該年度の医師業務従事  

期間証明書の提出により状況を確認し、加算期間を短縮します。 

 

（１）猶予期間２の具体的な要件及び期間 

ア ライフプランや疾病 

    原則として、千葉県職員の規定等において休業等として認められる期間を 

限度に、猶予期間を加算します。ただし、雇用されている医療機関において  

休業等として認められた期間が県職員の規定の期間を超える場合は、当該医療

機関の規定により、期間を設定します。 

区分 理 由 猶予期間の上限 

休業 

離職 

疾 病 精神疾患等は３年６月、それ以外は３年３月 

出 産 産前産後８週 

育 児 子が３歳に達するまで 

看 護 
（介護含む） 

要看護者１人につき３年（要看護者の状態が２週間
以上継続すること等の要件あり） 

短時間 

勤務 

疾 病 
看 護 

（介護含む） 

上記と同様の期間内に、短時間勤務を行った場合の
勤務しなかった期間（１年ごとに就業時間数を常勤 
換算し、１年間との差を猶予加算） 

育 児 
子が小学校就学前までに、短時間勤務を行った場合

の勤務しなかった期間（１年ごとに就業時間数を常勤
換算し、１年間との差を猶予加算） 
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イ その他 

理由 猶予期間 

新プログラムの地域Ａ群（旧プログラムの場合は、 
地域の病院）の義務年限が所定の猶予期間を過ぎても 
終了していないが、非常勤等で地域Ａ群の勤務を継続 
する意向があり、地域Ａ群に該当しない県内病院を主な
勤務先としている場合 

地域Ａ群を除く県内の
医療機関における勤務 
期間（１年ごとに就業時間
数を常勤換算し、１年間と
の差を猶予加算） 

新プログラムでの履行を希望している場合で、当該 
年度に県内の基幹型臨床研修病院において臨床研修を
開始できる目途がたたず、次年度に臨床研修を実施  
しようとする場合 

県内の基幹型臨床研修
病院において臨床研修を
開始するまでの期間 

 

≪参考≫新プログラムの地域Ａ群の義務年限が所定の猶予期間を過ぎても終了していない例 

年
数 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 

勤
務
状
況
等 

臨床研修 

２年 

千葉市内の病院 

県内病院群３年 

地域Ｂ群 

週４日 

ここまでで 

２年分履行 

理由を問わない猶予 

４年分 

申請により 

猶予期間を加算 

地域Ａ群 週１日 ２年分を履行するには１０年かかる 

 

（２）猶予期間３の具体的な要件 

ア 日本専門医機構の制度（新専門医制度）における専門医を取得する場合 

基本領域（１領域）の専門医取得に必要となる最低限の期間、特定病院で  

ない病院に勤務する場合。ただし、専門研修プログラムの基幹施設が県内の  

医療機関の場合に限ることとし、研修期間は領域別の専門医取得に必要な  

最低限の期間とする。 

イ 従来の学会認定の専門医を取得する場合 

専門医（１つ）の取得に必要となる期間、特定病院でない、県内の病院に   

勤務する場合。ただし、当該専門医に相当する基本領域の専門医取得に必要な

最低限の期間を上限とする。 
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４ 各プログラムの内容 

（１）キャリア形成プログラム【新プログラム】 

貸付期間 ６年 ５年 ４年 

勤務を要する期間 ９年 ７.５年 ６年 

 

臨床研修病院群※ ２年 ２年 ２年 

地域Ａ群 ２年以上 ２年以上 ２年以上 

地域Ｂ群 
地域Ａ群と通算 

して４年以上 

地域Ａ群と通算 

して３.５年以上 

地域Ａ群と通算 

して３年以上 

県内病院群 
地域Ａ群・Ｂ群と

通算して７年 

地域Ａ群・Ｂ群と

通算して５.５年 

地域Ａ群・Ｂ群と

通算して４年 

※ やむを得ない理由により、県外の基幹型臨床研修病院を選択した場合は、当該研修期間は猶予  

期間が適用され、義務年限には算定されない。また、当該臨床研修に要した年数を「いずれかの医療

機関群」での勤務に振り替える必要がある（どの群でも可）。 

 

＜医療機関群の説明＞ 

医療機関群 カテゴリー 

地域Ａ群 

① 医師少数区域における医療機関（病院、有床・無床診療所） 

② 医師の確保を特に図るべき区域等において、優先的な配置が 

必要な病院 

（香 取 市）千葉県立佐原病院、香取おみがわ医療センター 

（多 古 町）国保多古中央病院 

（東 庄 町）東庄町国民健康保険東庄病院 

（銚 子 市）銚子市立病院 

（匝 瑳 市）国保匝瑳市民病院 

（南房総市）南房総市立富山国保病院 

（鋸 南 町）鋸南町国民健康保険鋸南病院 

（鴨 川 市）鴨川市立国保病院 

（市 原 市）千葉県循環器病センター 

地域Ｂ群 

医師の確保を特に図るべき区域等において配置が必要な、次の 

医療機関（地域Ａ群を除く）。 

① 自治体病院 

② 地域医療支援病院 

③ 専門研修プログラムの研修施設の病院※（専攻医等の勤務に限定） 

④ 専門研修プログラムの基幹施設の診療所※（専攻医等の勤務に限定） 

県内病院群 

① 県内の病院（地域Ａ群及び地域Ｂ群の病院を除く） 

② 地域Ｂ群の④以外の県内の専門研修プログラムの基幹施設の

診療所※（専攻医等の勤務に限定） 

※ 一般社団法人日本専門医機構の認定する専門医、同機構が承認するサブスペシャルティ学会  

専門医、従来の学会認定の専門医の取得を目的とする勤務に限る。  



- 22 - 

 

（２）キャリア形成プログラム【旧プログラム】 

平成２８年度までに新規貸付を受けた方と、平成２９年度に新規貸付を受けた 

県内出身者の方が選択できるプログラムです。 

貸付期間 ６年 ５年 ４年 

勤務を要する期間 ９年 ７.５年 ６年 

 

臨床研修病院群※ ２年 ２年 ２年 

地域の病院群 ３年以上 ２.５年以上 ２年以上 

専門研修プログラム

を有する県内病院群 

地域の病院群と

通算して７年 

地域の病院群と

通算して５.５年 

地域の病院群と

通算して４年 
※ 県外の基幹型臨床研修病院を選択した場合は、当該研修期間は猶予期間が適用され、義務年限  

には算定されない。また、当該臨床研修に要した年数を「いずれかの医療機関群」での勤務に振り 

替える必要がある（どの群でも可）。 

 

＜医療機関群の説明＞ 

医療機関群 カテゴリー 

地域の病院群 

① 新プログラムの地域Ａ群の医療機関 

② 以下に掲げる３つの病院 

千葉市桜木園（千葉市） 

船橋市立リハビリテーション病院（船橋市） 

柏市立柏病院（柏市） 

専門研修 

プログラムを

有する 

県内病院群 

① 専門（後期）研修プログラムを有する県内病院 

  専門医を取得するなどのキャリアアップを図るための勤務先

を指します。 

なお、必ずしも専攻医として勤務する必要はありません。 

② 県内の専門研修プログラムの基幹施設の診療所 

（専攻医等の勤務に限定） 

  当該診療所が策定した新プログラムの診療科別コースを基本

として、旧プログラムの条件に合わせて作成したキャリア形成 

プランに沿って当該診療所に勤務した場合に限ります。 
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（３）キャリア形成プログラム【政策医療分野プログラム】 

診療科別コースに基づき作成したキャリア形成プランに沿って勤務すること

が条件のプログラムです（診療科別コースの選択は必須）。 

貸付期間 ６年 ５年 ４年 

勤務を要する期間 ９年 ７.５年 ６年 

 

臨床研修病院群※ ２年 ２年 ２年 

政策医療分野群 

７年 ５.５年 ４年 

ただし、基本領域の専門医取得のための最低限の期間に

限り政策医療分野群以外の医療機関群での勤務を政策医療

分野群での勤務期間として就業義務年限に算定する。 

※ やむを得ない理由により、県外の基幹型臨床研修病院を選択した場合は、当該研修期間は猶予  

期間が適用され、義務年限には算定されない。また、当該臨床研修に要した年数を「政策医療分野

群」での勤務に振り替える必要がある。 

 

＜医療機関群の説明＞ 

医療機関群 カテゴリー 

政策医療分野群 

① 産科 

以下のいずれかの医療機関で、周産期専門医（母体・胎児）

取得を目的とした勤務を行い、取得後も産科医として勤務 

すること。 

・ 県内の総合周産期母子医療センターに指定されている病院 

・ 県内の地域周産期母子医療センターに認定されている病院 

・ キャリア形成プログラム【新プログラム】における地域Ａ群のうち、

分娩を取扱っている病院 

② 新生児科 

以下のいずれかの医療機関で、周産期専門医（新生児）  

取得を目的とした勤務を行い、取得後も新生児科医として 

勤務すること。 

・ 県内の総合周産期母子医療センターに指定されている病院 

・ 県内の地域周産期母子医療センターに認定されている病院 

・ キャリア形成プログラム【新プログラム】における地域Ａ群のうち、

分娩を取扱っている病院 

③ 救急科 

以下のいずれかの医療機関で、救急科専門医取得を目的  

とした勤務を行い、取得後も救急医として勤務すること。 

・ 県内の救命救急センターに指定されている病院 

・ 県内の救急基幹センターに位置付けられている病院 

政策医療分野群 

以外の医療機関群 

① 県内の病院（政策医療分野群の病院を除く） 

② 選択した診療科別コースにおける専門研修プログラムの

研修施設である県内の診療所 
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（４）キャリア形成プログラム【診療支援部門プログラム】 

診療科別コースに基づき作成したキャリア形成プランに沿って勤務すること

が条件のプログラムです（診療科別コースの選択は必須）。 

貸付期間 ６年 ５年 ４年 

勤務を要する期間 ９年 ７.５年 ６年 

 
臨床研修病院群※ ２年 ２年 ２年 

診療支援部門群 ７年 ５.５年 ４年 

※ やむを得ない理由により、県外の基幹型臨床研修病院を選択した場合は、当該研修期間は猶予  

期間が適用され、義務年限には算定されない。また、当該臨床研修に要した年数を「診療支援部門

群」での勤務に振り替える必要がある。 

 

＜医療機関群の説明＞ 

医療機関群 カテゴリー 

診療支援部門群 

① 放射線科 

キャリア形成プログラム【新プログラム】の地域Ａ群  

又は県内の放射線科専門研修プログラムの研修施設に  

おいて、放射線科専門医取得を目的とした勤務を行い、  

取得後も放射線科医として勤務すること。 

② 病理 

キャリア形成プログラム【新プログラム】の地域Ａ群  

又は県内の病理専門研修プログラムの研修施設において、

病理専門医取得を目的とした勤務を行い、取得後も病理医  

として勤務すること。 

③ 臨床検査 

キャリア形成プログラム【新プログラム】の地域Ａ群  

又は県内の臨床検査専門研修プログラムの研修施設に  

おいて、臨床検査専門医取得を目的とした勤務を行い、  

取得後も臨床検査医として勤務すること。 

本制度の趣旨は地域Ａ群における勤務であり、地域Ａ群の状況（医師の需要・   

受入体制）によっては、地域Ａ群に配置されることになります。 

 
≪参考≫診療科別コース設定の条件 

診療科別コースを設定する医療機関に対して、県が依頼している事項は次のとおりです。 

 

（以下、抜粋） 

キャリア形成プログラム【診療支援部門プログラム】の診療科別コースを設定するキャリア形成  

支援機関は、キャリア形成プログラム【新プログラム】の地域Ａ群と関係構築に努め、次の事項に配慮

すること。 

ア 地域Ａ群の状況（医師の需要・受入体制）に応じた医師の配置が可能なコース設定を行うこと。 

イ 地域Ａ群に対する、当該診療科に係る支援（医師の派遣・遠隔医療・オンライン診療・診療科に 

係る相談等）を行うこと。 
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（５）キャリア形成プログラム【小児科プログラム】 

小児科を標榜している医療機関において、小児科専門医の取得を目的とした 

勤務を行い、資格取得後も小児科医として勤務することを条件としたプログラム

です。 

貸付期間 ６年 ５年 ４年 

勤務を要する期間 ９年 ７.５年 ６年 

 

臨床研修病院群※ ２年 ２年 ２年 

小児Ａ群 ２年以上 ２年以上 ２年以上 

小児Ｂ群 
小児Ａ群と通算 

して４年以上 

小児Ａ群と通算 

して３.５年以上 

小児Ａ群と通算 

して３年以上 

県内小児病院群 
小児Ａ群・Ｂ群と

通算して７年 

小児Ａ群・Ｂ群と

通算して５.５年 

小児Ａ群・Ｂ群と

通算して４年 

※ やむを得ない理由により、県外の基幹型臨床研修病院を選択した場合は、当該研修期間は猶予  

期間が適用され、義務年限には算定されない。また、当該臨床研修に要した年数を「いずれかの医療

機関群」での勤務に振り替える必要がある（どの群でも可）。 

 

＜医療機関群の説明＞ 

医療機関群 カテゴリー 

小児Ａ群 

① 医師少数区域における医療機関（病院、有床・無床診療所） 

② 小児科の相対的医師少数区域における医療機関 

（病院、有床・無床診療所） 

③ 新プログラムの地域Ａ群で定める、医師の確保を特に図るべき

区域等において、優先的な配置が必要な病院 

小児Ｂ群 

医師の確保を特に図るべき区域等において配置が必要な、次の 

医療機関（小児Ａ群を除く）。 

① 自治体病院 

② 地域医療支援病院 

③ 専門研修プログラムの研修施設の病院※（専攻医等の勤務に限定） 

④ 専門研修プログラムの基幹施設の診療所※（専攻医等の勤務に限定） 

県内小児 

病院群 

① 県内の病院（小児Ａ群及び小児Ｂ群の病院を除く） 

② 小児Ｂ群の④以外の県内の専門研修プログラムの基幹施設の

診療所※（専攻医等の勤務に限定） 

※ 一般社団法人日本専門医機構の認定する専門医、同機構が承認するサブスペシャルティ学会  

専門医、従来の学会認定の専門医の取得を目的とする勤務に限る。 
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（６）キャリア形成プログラム【産科プログラム】 

分娩を取扱っている医療機関において、産婦人科専門医の取得を目的とした 

勤務を行い、資格取得後も分娩取扱医師として勤務することを条件とした   

プログラムです。 

貸付期間 ６年 ５年 ４年 

勤務を要する期間 ９年 ７.５年 ６年 

 

臨床研修病院群※ ２年 ２年 ２年 

産科Ａ群 ２年以上 ２年以上 ２年以上 

産科Ｂ群 
産科Ａ群と通算 

して４年以上 

産科Ａ群と通算 

して３.５年以上 

産科Ａ群と通算 

して３年以上 

県内産科病院群 
産科Ａ群・Ｂ群と

通算して７年 

産科Ａ群・Ｂ群と

通算して５.５年 

産科Ａ群・Ｂ群と

通算して４年 

※ やむを得ない理由により、県外の基幹型臨床研修病院を選択した場合は、当該研修期間は猶予  

期間が適用され、義務年限には算定されない。また、当該臨床研修に要した年数を「いずれかの医療

機関群」での勤務に振り替える必要がある（どの群でも可）。 

 

＜医療機関群の説明＞ 

医療機関群 カテゴリー 

産科Ａ群 

① 医師少数区域における医療機関（病院、有床・無床診療所） 

② 産科の相対的医師少数区域における医療機関 

（病院、有床・無床診療所） 

③ 新プログラムの地域Ａ群で定める、医師の確保を特に図るべき

区域等において、優先的な配置が必要な病院 

産科Ｂ群 

医師の確保を特に図るべき区域等において配置が必要な、次の 

医療機関（小児Ａ群を除く）。 

① 自治体病院 

② 地域医療支援病院 

③ 専門研修プログラムの研修施設の病院※（専攻医等の勤務に限定） 

④ 専門研修プログラムの基幹施設の診療所※（専攻医等の勤務に限定） 

県内産科 

病院群 

① 県内の病院（産科Ａ群及び産科Ｂ群の病院を除く） 

② 産科Ｂ群の④以外の県内の専門研修プログラムの基幹施設の

診療所※（専攻医等の勤務に限定） 

※ 一般社団法人日本専門医機構の認定する専門医、同機構が承認するサブスペシャルティ学会  

専門医、従来の学会認定の専門医の取得を目的とする勤務に限る。 
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５ キャリア形成プログラムの改正履歴 

平成３０年３月３０日 キャリア形成プログラム策定 

（新プログラム・旧プログラム） 

令和２年１月２０日  新プログラム・旧プログラム改正 

政策医療分野プログラム策定 

令和２年３月３１日  新プログラム・旧プログラム改正 

令和４年３月３１日  診療支援部門プログラム策定 

令和５年４月１８日  キャリア形成プログラム改正（猶予） 

令和５年１０月３０日 キャリア形成プログラム改正（県外臨床研修） 

令和６年４月１日   キャリア形成プログラム改正（地域Ａ群） 

令和７年４月１日   小児科プログラム・産科プログラム策定 
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キャリア形成プログラム 

～参考資料～ 

 

第１ 基幹型臨床研修病院一覧 

（千 葉 市）千葉医療センター、千葉大学医学部附属病院、 

千葉県立病院群（千葉県がんセンター）、千葉市立青葉病院、 

千葉市立海浜病院、千葉メディカルセンター、 

千葉中央メディカルセンター 

  （習志野市）千葉県済生会習志野病院、津田沼中央総合病院 

  （八千代市）東京女子医科大学附属八千代医療センター 

（船 橋 市）船橋中央病院、船橋市立医療センター、セコメディック病院、 

千葉徳洲会病院、船橋二和病院 

（市 川 市）国府台病院、行徳総合病院、東京歯科大学市川総合病院 

（浦 安 市）東京ベイ浦安市川医療センター、順天堂大学医学部附属浦安病院 

（松 戸 市）松戸市立総合医療センター、新松戸中央総合病院、新東京病院、 

千葉西総合病院 

（流 山 市）東葛病院 

（柏  市）名戸ヶ谷病院、柏厚生総合病院、東京慈恵会医科大学附属柏病院 

（野 田 市）野田総合病院 

（成 田 市）成田赤十字病院、国際医療福祉大学成田病院 

（佐 倉 市）東邦大学医療センター佐倉病院、聖隷佐倉市民病院 

（印 西 市）日本医科大学千葉北総病院 

（旭  市）総合病院国保旭中央病院 

（東 金 市）東千葉メディカルセンター 

（鴨 川 市）亀田総合病院 

（木更津市）国保直営総合病院君津中央病院 

（市 原 市）千葉労災病院、帝京大学ちば総合医療センター 

令和７年４月１日時点 
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第２ 各プログラムにおける医療機関群 

 

１ 新プログラム 

（１）地域Ａ群 

ア 医師少数区域における医療機関（病院、有床・無床診療所） 

    山武長生夷隅及び君津保健医療圏に位置している、病院、有床診療所、無床

診療所の全て。 

保健医療圏 構成市町村 

山武長生 

夷隅 

茂原市、東金市、勝浦市、山武市、いすみ市、大網白里市、    

山武郡九十九里町、芝山町、横芝光町、長生郡一宮町、睦沢町、

長生村、白子町、長柄町、長南町、夷隅郡大多喜町、御宿町 

君  津 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 

 

イ 医師の確保を特に図るべき区域等において優先的な配置が必要な病院 

（香 取 市）千葉県立佐原病院、香取おみがわ医療センター 

（多 古 町）国保多古中央病院 

（東 庄 町）東庄町国民健康保険東庄病院 

（銚 子 市）銚子市立病院 

（匝 瑳 市）国保匝瑳市民病院 

（南房総市）南房総市立富山国保病院 

（鋸 南 町）鋸南町国民健康保険鋸南病院 

（鴨 川 市）鴨川市立国保病院 

（市 原 市）千葉県循環器病センター 

令和７年４月１日時点 
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（２）地域Ｂ群 

   医師の確保を特に図るべき区域等において配置が必要な、次の医療機関。  

ただし、地域Ａ群を除く。 

ア 自治体病院 

  （船 橋 市）船橋市立医療センター、船橋市立リハビリテーション病院 

  （松 戸 市）松戸市立総合医療センター 

  （柏  市）柏市立柏病院 

  （旭  市）総合病院国保旭中央病院 

令和７年４月１日時点 

イ 地域医療支援病院 

（市 川 市）国府台病院、東京歯科大学市川総合病院 

（船 橋 市）船橋市立医療センター 

（習志野市）千葉県済生会習志野病院 

（八千代市）東京女子医科大学附属八千代医療センター 

（浦 安 市）順天堂大学医学部附属浦安病院、東京ベイ・浦安市川医療センター 

（松 戸 市）松戸市立総合医療センター、千葉西総合病院 

（柏  市）東京慈恵会医科大学附属柏病院 

（成 田 市）成田赤十字病院 

（佐 倉 市）東邦大学医療センター佐倉病院 

（印 西 市）日本医科大学千葉北総病院 

（旭  市）総合病院国保旭中央病院 

（鴨 川 市）亀田総合病院 

（市 原 市）千葉労災病院、帝京大学ちば総合医療センター 

令和７年４月１日時点 

ウ 専門研修プログラムの研修施設の病院※１※２ 

 

エ 専門研修プログラムの基幹施設の診療所※１※２ 

 

（３）県内病院群 

ア 県内の病院（地域Ａ群及び地域Ｂ群の病院を除く） 

イ 地域Ｂ群のエ以外の県内の専門研修プログラムの基幹施設の診療所※１ 

 

※１ 一般社団法人日本専門医機構の認定する専門医、同機構が承認するサブスペシャルティ学会  

専門医、従来の学会認定の専門医の取得を目的とする勤務に限ります。 

※２ 具体的な医療機関名は、各診療科別コースの地域Ｂ群欄を参照してください。希望の診療科別

コースがなく、オリジナルコースを作成する場合は、「専門医取得を目的とする勤務であるか  

どうか」を専門研修のプログラム管理者等に確認してください。 

（不明なことがあれば、県担当者にご相談ください。） 
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２ 政策医療分野プログラム 

（１）政策医療分野群 

ア 産科・新生児科 

（ア）総合周産期母子医療センター 

（千 葉 市）千葉大学医学部附属病院 

（八千代市）東京女子医科大学附属八千代医療センター 

（鴨 川 市）亀田総合病院 

（イ）地域周産期母子医療センター 

（千 葉 市）千葉県こども病院、千葉市立海浜病院 

（船 橋 市）船橋中央病院 

（浦 安 市）順天堂大学医学部附属浦安病院 

（松 戸 市）松戸市立総合医療センター 

（成 田 市）成田赤十字病院 

（佐 倉 市）東邦大学医療センター佐倉病院 

（旭  市）総合病院国保旭中央病院 

（木更津市）国保直営総合病院君津中央病院 

（ウ）地域Ａ群のうち分娩を取扱っている病院 

（東 金 市）東千葉メディカルセンター 

（山 武 市）さんむ医療センター（現在、分娩休止中） 

（木更津市）国保直営総合病院君津中央病院、加藤病院、薬丸病院 

令和７年４月１日時点 

イ 救急科 

（ア）救命救急センター 

（千 葉 市）千葉県総合救急災害医療センター、千葉大学医学部附属病院 

（八千代市）東京女子医科大学附属八千代医療センター 

（船 橋 市）船橋市立医療センター 

（浦 安 市）順天堂大学医学部附属浦安病院、東京ベイ・浦安市川医療センター 

（松 戸 市）松戸市立総合医療センター 

（柏  市）東京慈恵会医科大学附属柏病院 

（成 田 市）成田赤十字病院 

（印 西 市）日本医科大学千葉北総病院 

（旭  市）総合病院国保旭中央病院 

（東 金 市）東千葉メディカルセンター 

（鴨 川 市）亀田総合病院 

（木更津市）国保直営総合病院君津中央病院 

（市 原 市）帝京大学ちば総合医療センター 

（イ）救急基幹センター 

（千 葉 市）千葉メディカルセンター 

（香 取 市）千葉県立佐原病院 

（市 原 市）千葉県循環器病センター     令和７年４月１日時点 
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３ 診療支援部門プログラム 

（１）診療支援部門群 

ア 放射線科（県内の放射線科専門研修プログラムの研修施設） 

（千 葉 市）千葉大学医学部附属病院、千葉医療センター、山王病院、 

量子科学技術研究開発機構ＱＳＴ病院、千葉県がんセンター、 

ちば県民保健予防財団総合健診センター 

（習志野市）谷津保健病院 

（八千代市）東京女子医科大学附属八千代医療センター 

（船 橋 市）船橋市立医療センター 

（市 川 市）東京歯科大学市川総合病院 

（浦 安 市）順天堂大学医学部附属浦安病院 

（柏  市）国立がん研究センター東病院、東京慈恵会医科大学附属柏病院、 

（成 田 市）成田赤十字病院、国際医療福祉大学成田病院 

（佐 倉 市）東邦大学医療センター佐倉病院、聖隷佐倉市民病院 

（印 西 市）日本医科大学千葉北総病院 

（旭  市）総合病院国保旭中央病院 

（鴨 川 市）亀田総合病院 

（木更津市）国保直営総合病院君津中央病院 

（市 原 市）千葉労災病院、帝京大学ちば総合医療センター 

令和６年１０月２４日時点 

イ 病理（県内の病理専門研修プログラムの研修施設） 

（千 葉 市）千葉大学医学部附属病院、千葉医療センター、 

千葉県こども病院、千葉県がんセンター、千葉市立青葉病院、 

千葉市立海浜病院、千葉メディカルセンター、 

みつわ台総合病院、千葉県総合救急災害医療センター 

（八千代市）東京女子医科大学附属八千代医療センター 

（鎌ケ谷市）鎌ケ谷総合病院 

（船 橋 市）船橋中央病院、船橋二和病院、船橋市立医療センター 

（市 川 市）国際医療福祉大学市川病院 

（浦 安 市）順天堂大学医学部附属浦安病院、東京ベイ・浦安市川医療センター 

（柏  市）国立がん研究センター東病院 

（松 戸 市）松戸市立総合医療センター、千葉西総合病院 

（成 田 市）成田赤十字病院、国際医療福祉大学成田病院 

（佐 倉 市）東邦大学医療センター佐倉病院、聖隷佐倉市民病院 

（印 西 市）日本医科大学千葉北総病院 

（富 里 市）成田富里徳洲会病院 

（旭    市）総合病院国保旭中央病院 

（鴨 川 市）亀田総合病院 

（木更津市）国保直営総合病院君津中央病院 

（市 原 市）千葉労災病院、帝京大学ちば総合医療センター 

令和６年１０月２４日時点 
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ウ 臨床検査（県内の臨床検査専門研修プログラムの研修施設） 

（千 葉 市）千葉大学医学部附属病院、千葉県がんセンター、 

ちば県民保健予防財団総合健診センター 

    （浦 安 市）順天堂大学医学部附属浦安病院 

（流 山 市）東葛病院 

（佐 倉 市）東邦大学医療センター佐倉病院 

（鴨 川 市）亀田総合病院 

令和６年１０月２４日時点 
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４ 小児科プログラム 

  小児Ａ群、小児Ｂ群、県内小児病院群いずれの医療機関群においても、小児科を
．．．．

標榜している医療機関
．．．．．．．．．．

であること。 

 

（１）小児Ａ群 

ア 医師少数区域における医療機関（病院、有床・無床診療所） 

    山武長生夷隅及び君津保健医療圏に位置している病院、有床診療所、無床 

診療所の全て。 

 

イ 小児科の相対的医師少数区域における医療機関（病院、有床・無床診療所） 

    東葛南部、東葛北部、山武長生夷隅及び君津保健医療圏に位置している、  

病院、有床診療所、無床診療所の全て。 

区分 保健医療圏 構成市町村 

医師少数区域 

・ 

相対的医師 

少数区域 

山武長生 

夷隅 

茂原市、東金市、勝浦市、山武市、いすみ市、   

大網白里市、山武郡九十九里町、芝山町、   

横芝光町、長生郡一宮町、睦沢町、長生村、   

白子町、長柄町、長南町、夷隅郡大多喜町、   

御宿町 

君  津 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 

相対的医師 

少数区域 

東葛南部 
市川市、船橋市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷

市、浦安市 

東葛北部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市 

 

ウ 新プログラムの地域Ａ群で定める、医師の確保を特に図るべき区域等に  

おいて、優先的な配置が必要な病院 

（香 取 市）千葉県立佐原病院、香取おみがわ医療センター 

（多 古 町）国保多古中央病院 

（東 庄 町）東庄町国民健康保険東庄病院 

（銚 子 市）銚子市立病院 

（鴨 川 市）鴨川市立国保病院 

（市 原 市）千葉県循環器病センター 

令和６年４月１日時点 
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（２）小児Ｂ群 

   医師の確保を特に図るべき区域等において配置が必要な次の医療機関。ただし、

小児Ａ群を除く。 

ア 自治体病院 

  （旭  市）総合病院国保旭中央病院 

令和６年４月１日時点 

イ 地域医療支援病院 

（成 田 市）成田赤十字病院 

（佐 倉 市）東邦大学医療センター佐倉病院 

（印 西 市）日本医科大学千葉北総病院 

（旭  市）総合病院国保旭中央病院 

（鴨 川 市）亀田総合病院 

（市 原 市）千葉労災病院、帝京大学ちば総合医療センター 

令和６年４月１日時点 

ウ 専門研修プログラムの研修施設の病院※１※２ 

 

エ 専門研修プログラムの基幹施設の診療所※１※２ 

 

（３）県内小児病院群 

ア 県内の病院（小児Ａ群及び小児Ｂ群の病院を除く） 

イ 小児Ｂ群のエ以外の県内の専門研修プログラムの基幹施設の診療所※１ 

 

※１ 一般社団法人日本専門医機構の認定する専門医、同機構が承認するサブスペシャルティ学会 

専門医、従来の学会認定の専門医の取得を目的とする勤務に限ります。 

※２ 具体的な医療機関名は、各診療科別コースの小児Ｂ群欄を参照してください。希望の診療科別

コースがなく、オリジナルコースを作成する場合は、「専門医取得を目的とする勤務であるか  

どうか」を専門研修のプログラム管理者等に確認してください。 

（不明なことがあれば、県担当者にご相談ください。） 
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５ 産科プログラム 

  産科Ａ群、産科Ｂ群、県内産科病院群いずれの医療機関群においても、分娩を
．．．

  

取扱っている医療機関
．．．．．．．．．．

であること。 

 

（１）産科Ａ群 

ア 医師少数区域における医療機関（病院、有床・無床診療所） 

    山武長生夷隅及び君津保健医療圏に位置している病院、有床診療所、無床 

診療所の全て。 

 

イ 産科の相対的医師少数区域における医療機関（病院、有床・無床診療所） 

    東葛北部及び香取海匝保健医療圏に位置している病院、有床診療所、無床 

診療所の全て。 

区分 保健医療圏 構成市町村 

医師少数区域 

山武長生 

夷隅 

茂原市、東金市、勝浦市、山武市、いすみ市、   

大網白里市、山武郡九十九里町、芝山町、   

横芝光町、長生郡一宮町、睦沢町、長生村、   

白子町、長柄町、長南町、夷隅郡大多喜町、   

御宿町 

君  津 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 

相対的医師 

少数区域 

東葛北部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市 

香取海匝 
銚子市、旭市、匝瑳市、香取市、神崎町、    

多古町、東庄町 

 

ウ 新プログラムの地域Ａ群で定める、医師の確保を特に図るべき区域等に  

おいて、優先的な配置が必要な病院 

対象施設なし 

令和７年４月１日時点 
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（２）産科Ｂ群 

   医師の確保を特に図るべき区域等において配置が必要な次の医療機関。ただし、

産科Ａ群を除く。 

ア 自治体病院 

  （船 橋 市）船橋市立医療センター 

令和６年７月１日時点 

イ 地域医療支援病院 

（市 川 市）東京歯科大学市川総合病院 

（船 橋 市）船橋市立医療センター 

（八千代市）東京女子医科大学附属八千代医療センター 

（浦 安 市）順天堂大学医学部附属浦安病院、東京ベイ・浦安市川医療センター 

（成 田 市）成田赤十字病院 

（佐 倉 市）東邦大学医療センター佐倉病院 

（印 西 市）日本医科大学千葉北総病院 

（鴨 川 市）亀田総合病院 

（市 原 市）千葉労災病院、帝京大学ちば総合医療センター 

令和６年７月１日時点 

ウ 専門研修プログラムの研修施設の病院※１※２ 

 

エ 専門研修プログラムの基幹施設の診療所※１※２ 

 

（３）県内産科病院群 

ア 県内の病院（産科Ａ群及び産科Ｂ群の病院を除く） 

イ 産科Ｂ群のエ以外の県内の専門研修プログラムの基幹施設の診療所※１ 

 

※１ 一般社団法人日本専門医機構の認定する専門医、同機構が承認するサブスペシャルティ学会 

専門医、従来の学会認定の専門医の取得を目的とする勤務に限ります。 

※２ 具体的な医療機関名は、各診療科別コースの産科Ｂ群欄を参照してください。希望の診療科別

コースがなく、オリジナルコースを作成する場合は、「専門医取得を目的とする勤務であるか  

どうか」を専門研修のプログラム管理者等に確認してください。 

（不明なことがあれば、県担当者にご相談ください。） 
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・貸付期間の総額を記載。 

 国公立大学：10,800,000 円 

 私 立大学：14,400,000 円 

 

 

 

第一号様式（第三条） 

修 学 資 金 貸 付 申 請 書 

 

  令和〇年〇月〇日   

 

   千葉県知事 熊谷 俊人 様 

 

申 請 者 氏 名        ○印   

  

連帯保証人氏名        ○印   

  

連帯保証人氏名        ○印    

 

修学資金の貸付けを受けたいので、千葉県医師修学資金貸付条例第５条第１項の規定により、

関係書類を添えて申請します。 

申 
 
 

請 
 
 

者 

ふ り が な 

氏 名 

ちば たろう  

千葉 太郎 

住 所 

及 び 電 話 番 号 

〒000-0000 

千葉県○○市○○1-1-1       電話 000（0000）0000     

生 年 月 日 
平成○○年 ○月 ○日 

（年齢〇〇歳） 
大 学 名 

○○大学医学部医学科 

第１学年 

修 学 資 金 の 種 類 

１ 長期支援コース修学資金 

２ ふるさと医師支援コース修学資金 

３ 小児科コース修学資金 

４ 産婦人科コース修学資金 

（該当するものを○で囲んでください。） 

貸 付 申 請 金 額     円 

貸 付 申 請 期 間 
   令和７年４月から令和１３年３月まで 

（修学期間 令和７年４月から令和１３年３月まで） 

振 込 口 座 番 号 

（本人名義のもの） 

      千葉銀行  県庁支店 

預金種別（普通・当座）口座番号 １２３４５６７ 

希 望 す る 診 療 科 ○○科 

注 連帯保証人が法人である法定代理人の場合にあっては、様式中「連帯保証人氏名」とある

のは「連帯保証人名称及び代表者の氏名」と読み替えて記入すること。 

  

・申請者及び連帯保証人の印影が必要 

・連帯保証人の印影は、印鑑証明書で証明された印影

（実印）とする 

※申請者の印影は、実印でなくてよい 

・郵便番号も記入 

・氏名は楷書で丁寧に記入 

・ふりがなの記入を忘れないこと 

 

記  載  例 

・現時点で希望する診療科を記入すること 

（特に希望する診療科がない場合は、「未定」と記入） 

・申請者本人の連絡先を記入 
※固定電話でも差し支えないが、 

可能な限り携帯番号を記入 

・申請時点の年齢 

余白に連絡先アドレスを記入 

メールアドレス 

●●＠●● 
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第二号様式（第三条第一号） 

誓 約 書 

 

私は、修学資金の貸付けを受けるに当たり、千葉県医師修学資金貸付条例及び千葉県医師修

学資金貸付条例施行規則の規定に従うことを誓約します。 

 

  令和〇年〇月〇日   

   千葉県知事 熊谷 俊人 様 

 

（申請者）         

氏 名 千葉 太郎   ○印    

 

私どもは、上記申請者の連帯保証人として、申請者に誓約どおり履行させるとともに、申請

者の債務を連帯して負担します。 

 

（連帯保証人）                

住 所   千葉県○○市○○1-1-1      

氏 名   千葉 一郎         ○印  

職 業   会社員             

生年月日   昭和〇年〇月〇日生（○○歳）   

申請者との関係  ○○           

電話番号  000（0000）0000        

 

（連帯保証人）                

住 所   ○○県○○市○○2-2-2      

氏 名   県庁 花子         ○印  

職 業   自営業             

生年月日   平成〇年〇月〇日生（〇〇歳）   

申請者との関係  〇〇           

電話番号  000（0000）0000         

 

注 連帯保証人が法人である法定代理人の場合にあっては、様式中「氏名」とあるのは「名称

及び代表者の氏名」と読み替えて記入することとし、「職業」及び「生年月日  年  月  

日生（ 歳）」については記入しないこと。 

 

 

 

  

記  載  例 

■連帯保証人について 

・ 連帯保証人は、独立の生計を営み、修学資金の

返還の支払いの責任を負うことができる資力を

有する者として、２名必要。 
 
・ 独立の生計を営む場合とは、原則、別居して  

いること。 
 
・ 配偶者は同一生計とみなし、別居している場合 

であっても不可。（＝配偶者同士で連帯保証人に

なることはできない） 
 
・ 申請者が未成年（１８歳未満）の場合、１名は

法定代理人（親権者等）でなければならない。  

成年（１８歳上）の場合は、これに限らない。 

 

■記載上の注意 

・ 連帯保証人の記入項目は、印鑑証明書の記載 

事項と一致するよう記入。 

・ 印影は、印鑑証明書で証明されている印影  

（実印）とする。 

 

※疑問等があれば、事前に県の担当者に確認し、 

記入してください。 

・印影は、「修学資金貸付申請書」（第一号様式）

と同一の印影とする 
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 同 意 書  

 

私は、修学資金の貸付けを受けるに当たり、千葉県医師修学資金貸付条例及び千葉県医師修

学資金貸付条例施行規則に従うこととし、キャリア形成卒前支援プラン及びキャリア形成プロ

グラムについて、その内容を確認の上、適用に同意します。 

 

 

令和〇年〇月〇日   

   千葉県知事  熊谷 俊人  様 

 

（申請者）           

氏 名  千葉 太郎   

 

私は、上記申請者の連帯保証人として、申請者が千葉県医師修学資金貸付条例及び千葉県医

師修学資金貸付条例施行規則に従うこと、また、キャリア形成卒前支援プラン及びキャリア形

成プログラムについて、その内容を確認の上、申請者に適用されることに同意します。 

 

（連帯保証人）                  

住 所     千葉県○○市○○1－1－1 

氏 名     千葉 一朗         ㊞ 

職 業     会社員               

生年月日  昭和○年○月○日（○○歳） 

申請者との関係 ○○            

電話番号  000（0000）0000   

 

  

          

 

注 １ 申請者が未成年の場合は、連帯保証人は誓約書に記入されている連帯保証人のうち 

   法定代理人（親権者等）を記入すること。 

２ 申請者が成年の場合は、連帯保証人は誓約書に記入されている連帯保証人のうち１名 

を記入すること。 

３ 連帯保証人が法人である法定代理人の場合にあっては、様式中「氏名」とあるのは 

「名称及び代表者の氏名」と読み替えて記入することとし、「職業」及び「生年月日 

 年 月  日生（  歳）」については記入しないこと。 

 

  

記  載  例 

・押印は「不要」 

・ 連帯保証人の記入項目は、印鑑証明書

及び「誓約書」（第二号様式）の記載事項

と一致するよう記入。 

・ 印影は、印鑑証明書で証明されている

印影（実印）とする。 
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性別 男・女

学年

月

面　接　カ　ー　ド 令和６年　月　　日　現在

ふりがな

氏     名

生年月日  S　・　H　　　　年　　　　月　　　　日　(満　　　歳)

ふりがな

現住所

　〒

メールアドレス

電話番号 携　帯　　　　－　　　　－　　　 　固　定　　　　－　　　　－　　　

在学中の学校名

学　　歴　・　職　　歴　・　資　　格

年 内　　　容　(小学校からの履歴等を記入)

配偶者の有無 有　　・　　無

長　　所 短　　所

趣味・特技

申請動機

本制度をどこで知ったか
(複数回答可)

県HP　・　県民だより等の広報誌　・　親族　・　知人　・　高校　・　大学　・　その他(　　　　　　　　　)

出身状況
(該当する項目を全て☑)

□ 現在県内に住所を有する
□ 現在県外に住所を有し、転居前の1年間県内に住所を有する
□ 県内の高等学校等を卒業
□ 2親等以内の親族が県内に住所を有する

部活動・サークル
(過去の活動含む)に
ついて(自由記述)

興味のある診療科

【写真添付欄】

申請時から6か月以

内に撮影した写真

(上半身、脱帽、正面

向き、縦4cm×横

3cm)を貼ること。また、

裏面には氏名を記入

すること。

【写真添付欄】

申請時から6か月以

内に撮影した写真(上

半身、脱帽、正面向

き、縦4cm×横3cm)

を貼ること。また、裏

面には氏名を記入す

ること。

【写真添付欄】

申請時から6か月以

内に撮影した写真(上

半身、脱帽、正面向

き、縦4cm×横3cm)

を貼ること。

（画像貼り付け可）

※両方もしくはどちらか、必ず連絡が取れる方を記入する。

和暦（平成、令和）

で記入すること。
※入学（入社）と卒業（退社）を別々に記入すること。

  
記  載  例 
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【条例・規則】 
 

千葉県医師修学資金貸付条例 

平成二十年十月二十一日 

条例第四十五号 

  

 改正 平成二一年 三月 六日条例第一八号 平成二二年 三月二六日条例第一三号  

   平成二六年 三月二五日条例第一九号 平成二七年 三月二〇日条例第三一号  

   平成二八年 三月二五日条例第一九号 平成三〇年 三月二三日条例第一七号  

   令和 二年 三月二三日条例第一一号 令和 三年一〇月一九日条例第四〇号  

   令和 四年一〇月二一日条例第三一号 令和 五年一〇月一七日条例第三五号  

   令和 六年一〇月一八日条例第三六号 令和 七年 三月 七日条例第一六号  

千葉県医師修学資金貸付条例 

（目的） 

第一条 この条例は、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する大学（以

下「大学」という。）において医学を履修する課程（同法第九十七条に規定する大学院にお

いて医学を履修する課程を除く。以下同じ。）に在学している者に対し、予算の範囲内で

大学における修学に要する資金（以下「修学資金」という。）を貸し付けることにより、県

内において医師の業務に従事しようとする者を確保し、もって本県における安定的な医療

の提供体制の整備を図ることを目的とする。 

一部改正〔平成二二年条例一三号〕 

（貸付けの対象） 

第二条 知事は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める修学資金を貸し付けること

ができる。 

一 大学（県外に所在する大学にあっては、知事が定めるものに限る。）において医学を

履修する課程に在学している者であって、将来県内の病院（医療法（昭和二十三年法律

第二百五号）第一条の五第一項に規定する病院をいう。以下同じ。）又は診療所（同条第

二項に規定する診療所をいう。以下同じ。）において医師の業務に従事しようとするも

の 長期支援コース修学資金 

二 県外に所在する大学において医学を履修する課程に在学している者（県内に住所を有

する者その他規則で定める者に限る。）であって、将来県内の病院又は診療所において

医師の業務に従事しようとするもの ふるさと医師支援コース修学資金 

２ 知事は、長期支援コース修学資金又はふるさと医師支援コース修学資金の貸付けを受け

ている者のうち、大学において医学を履修する課程に三年以上在学している者その他知事

が定める者であって、次の各号に掲げるものに対し、これらの修学資金に加算して、当該

各号に定める修学資金を貸し付けることができる。 

 一 将来県内の病院又は診療所の小児科において医師の業務に従事しようとするもの  小

児科コース修学資金 

 二 将来県内の病院又は診療所の産婦人科又は産科において医師の業務に従事しようとす
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るもの 産婦人科コース修学資金 

３ 知事は、第一項各号に規定する修学資金のうちいずれか一方の修学資金の貸付けを受け

ようとする者又は貸付けを受けた者に対しては、他方の修学資金を貸し付けることができ

ない。 

４ 知事は、第二項各号に規定する修学資金のうちいずれか一方の修学資金の貸付けを受け

ようとする者又は貸付けを受けた者に対しては、他方の修学資金を貸し付けることができ

ない。 

全部改正〔平成二一年条例一八号〕、一部改正〔平成二二年条例一三号・二六年一

九号・二八年一九号・三〇年一七号・令和二年一一号・令和七年一六号〕 

（貸付金額等） 

第三条 修学資金の貸付金額は、次の表のとおりとする。 

  

 区分 貸付金額  

 長期支援コース修学資金 月額十五万円（私立の大学に在学

している者にあっては、月額二十

万円） 

 

 ふるさと医師支援コース修学資金 月額十五万円  

 小児科コース修学資金 月額五万円  

 産婦人科コース修学資金 月額五万円  

２ 修学資金には、規則で定めるところにより、貸付けを受けた額につき年十パーセントの

割合で計算した利息を付するものとする。 

一部改正〔平成二一年条例一八号・二二年一三号・二六年一九号・二七年三一号・

二八年一九号・三〇年一七号・令和七年一六号〕 

（貸付期間等） 

第四条 修学資金の貸付期間は、次条第二項の規定による貸付けの決定の通知において定め

られる月から当該修学資金の貸付けを受けようとする者に係る正規の修業期間を経過する

日の属する月までの期間とし、毎月本人に貸し付けるものとする。ただし、知事が特別の

理由があると認めるときは、この限りでない。 

（貸付けの申請及び決定） 

第五条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、連帯保証人

二名を立て、知事に申請しなければならない。 

２ 知事は、前項の申請があったときは、選考の上、貸付けの可否を決定し、その旨を本人

に通知するものとする。 

（貸付けの決定の取消し等） 

第六条 知事は、修学資金の貸付けを受けた者（以下「借受人」という。）に次の各号のいず

れかに該当する事由が生じたときは、前条第二項の規定による貸付けの決定を取り消すも

のとする。この場合において、知事は、当該事由が生じた日の属する月の翌月分から修学

資金の貸付けを行わないものとする。 

一 死亡したとき。 

二 退学したとき。 
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三 心身の故障のため修学の見込みがないと認められたとき。 

四 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。 

五 その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがないと認められたとき。 

２ 知事は、借受人が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は当該処分を受

けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸付けを行わな

いことができる。 

３ 知事は、借受人が正当な理由がなくて、この条例に基づく規則の規定により提出すべき

ものとされた届出、報告等を提出しないときは、修学資金の貸付けを一時保留することが

できる。 

（返還） 

第七条 借受人は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該事由が生じた

日の属する月の翌月の末日までに、借り受けた修学資金に利息を付してこれを返還しなけ

ればならない。 

一 貸付期間が満了したとき。 

二 前条第一項の規定により、修学資金の貸付けの決定が取り消されたとき。 

三 次条第一項の規定により返還の債務の免除を受ける前に、死亡し、又は同項の規定に

よる返還の債務の免除（同項第一号から第六号までに該当する場合に限る。第九条第二

号において同じ。）を受けることができないことが確定したとき。 

一部改正〔平成二一年条例一八号・二六年一九号・二八年一九号・三〇年一七号・

令和五年三五号・令和七年一六号〕 

（返還の免除） 

第八条 知事は、借受人に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該借受人

に係る修学資金の返還及びその利息の支払の債務を免除するものとする。 

一 長期支援コース修学資金又はふるさと医師支援コース修学資金の貸付けを受けた者が、

医師の免許を取得した日から起算して長期支援コース修学資金又はふるさと医師支援コ

ース修学資金の貸付期間（当該期間のうち貸付けを受けなかった期間を除く。）の二分

の三に相当する期間（以下「返還免除期間」という。）に四年を加えた期間を経過する日

までに、返還免除期間に相当する期間、県内において臨床研修（医師法（昭和二十三年

法律第二百一号）第十六条の二第一項に規定する臨床研修をいう。以下同じ。）（臨床研

修を受けた期間が二年に達した日以後の臨床研修を除く。第三号、第五号及び第七号並

びに次項において同じ。）を受け、かつ、特定病院等（借受人ごとに知事が定める病院又

は診療所をいう。以下同じ。）において医師の業務（臨床研修を除く。以下同じ。）に従

事したとき。ただし、大学を卒業した日の属する月の翌月の初日から起算して一年三月

以内に医師の免許を取得しなかったとき（休学その他の正当な事由があると知事が認め

た場合を除く。以下同じ。）を除く。 

二 長期支援コース修学資金又はふるさと医師支援コース修学資金の貸付けを受けた者で

あって、県外において臨床研修を受けたもの（県内において希望する臨床研修を受ける

ことができないことその他のやむを得ない事由があると知事が認めた者に限る。）が、

医師の免許を取得した日から起算して返還免除期間に四年を加えた期間を経過する日ま

でに、返還免除期間に相当する期間、特定病院等において医師の業務に従事したとき。
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ただし、大学を卒業した日の属する月の翌月の初日から起算して一年三月以内に医師の

免許を取得しなかったときを除く。 

三 小児科コース修学資金の貸付けを受けた者が、医師の免許を取得した日から起算して

その者に係る返還免除期間に四年を加えた期間を経過する日までに、当該返還免除期間

に相当する期間、県内において臨床研修を受け、かつ、特定病院等の小児科において医

師の業務に従事したとき。ただし、大学を卒業した日の属する月の翌月の初日から起算

して一年三月以内に医師の免許を取得しなかったときを除く。 

四 小児科コース修学資金の貸付けを受けた者であって、県外において臨床研修を受けた

もの（県内において希望する臨床研修を受けることができないことその他のやむを得な

い事由があると知事が認めた者に限る。）が、医師の免許を取得した日から起算してそ

の者に係る返還免除期間に四年を加えた期間を経過する日までに、当該返還免除期間に

相当する期間、特定病院等の小児科において医師の業務に従事したとき。ただし、大学

を卒業した日の属する月の翌月の初日から起算して一年三月以内に医師の免許を取得し

なかったときを除く。 

五 産婦人科コース修学資金の貸付けを受けた者が、医師の免許を取得した日から起算し

てその者に係る返還免除期間に四年を加えた期間を経過する日までに、当該返還免除期

間に相当する期間、県内において臨床研修を受け、かつ、特定病院等の産婦人科又は産

科において医師の業務に従事したとき。ただし、大学を卒業した日の属する月の翌月の

初日から起算して一年三月以内に医師の免許を取得しなかったときを除く。 

六 産婦人科コース修学資金の貸付けを受けた者であって、県外において臨床研修を受け

たもの（県内において希望する臨床研修を受けることができないことその他のやむを得

ない事由があると知事が認めた者に限る。）が、医師の免許を取得した日から起算して

その者に係る返還免除期間に四年を加えた期間を経過する日までに、当該返還免除期間

に相当する期間、特定病院等の産婦人科又は産科において医師の業務に従事したとき。

ただし、大学を卒業した日の属する月の翌月の初日から起算して一年三月以内に医師の

免許を取得しなかったときを除く。 

七 前各号に規定する医師の業務に従事する期間又は第一号、第三号及び第五号に規定す

る臨床研修を受けている期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心

身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。 

２ 借受人が医師の免許を取得した日から起算してその者に係る返還免除期間に四年を加え

た期間（この項の規定により当該期間に知事が正当な事由があると認める期間が加えられ

ている場合は、その期間を含むものとする。）を経過する日までの間に、災害、病気、出

産、育児、研修（知事が別に定める研修に限る。）その他の正当な事由により、県内におい

て臨床研修を受け、又は特定病院等において医師の業務に従事することができない期間が

あると知事が認めたときの前項第一号から第六号までの規定の適用については、これらの

規定中「四年」とあるのは、「四年に知事が正当な事由があると認める期間を加えた期間」

とする。 

３ 知事は、第一項に規定する場合のほか、借受人が、死亡し、又は災害、病気その他やむを

得ない事由により、修学資金の返還ができなくなったときは、修学資金の返還及びその利

息の支払の債務の全部又は一部を免除することができる。 
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一部改正〔平成二一年条例一八号・二六年一九号・二八年一九号・三〇年一七号・

令和五年三五号・令和七年一六号〕 

（返還の猶予） 

第九条 知事は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事由が

継続する期間、修学資金の返還及びその利息の支払を猶予することができる。 

一 第六条第一項の規定により修学資金の貸付けを取り消された後も引き続き大学に在学

しているとき。 

二 前条第一項の規定による返還の債務の免除を受けると見込まれるとき。 

三 前条第一項第七号及び第三項に規定する場合を除くほか、災害、病気その他やむを得

ない事由により、返還が著しく困難になったとき。 

一部改正〔平成二一年条例一八号・二六年一九号・二八年一九号・三〇年一七号・

令和五年三五号・令和七年一六号〕 

（延滞利子の徴収） 

第十条 借受人は、修学資金をその利息を付して返還すべき日までに返還しなかったときは、

返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、返還すべき額につき年十四・五パ

ーセントの割合で計算して得た額に相当する額の延滞利子を支払わなければならない。た

だし、その計算して得た額が百円未満の場合は、この限りでない。 

２ 知事は、借受人が修学資金をその利息を付して返還すべき日までに返還しなかったこと

についてやむを得ない事由があると認めるときは、前項の延滞利子を減免することができ

る。 

一部改正〔平成三〇年条例一七号〕 

（委任） 

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。 

（失効） 

２ この条例は、令和八年三月三十一日限り、その効力を失う。 

一部改正〔平成二二年条例一三号・令和二年一一号・三年四〇号・四年三一号・五

年三五号・六年三六号〕 

（失効に伴う経過措置） 

３ この条例の失効前に第五条第二項の規定により貸付けを決定された者に係る修学資金に

ついては、なお従前の例による。 

附 則（平成二十一年三月六日条例第十八号） 

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。 

附 則（平成二十二年三月二十六日条例第十三号） 

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。 

附 則（平成二十六年三月二十五日条例第十九号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。 
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（経過措置） 

２ 改正前の千葉県医師修学資金貸付条例の規定により貸付けを決定された者の当該決定に

係る修学資金については、改正後の千葉県医師修学資金貸付条例の規定（第八条第一項第

一号ただし書の規定を除く。）にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成二十七年三月二十日条例第三十一号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の千葉県医師修学資金貸付条例の規定により貸付けを決定された者の当該決定に

係る修学資金については、改正後の千葉県医師修学資金貸付条例の規定にかかわらず、な

お従前の例による。 

附 則（平成二十八年三月二十五日条例第十九号） 

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。 

附 則（平成三十年三月二十三日条例第十七号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成三十年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に千葉県医師修学資金貸付条例第五条第二項の規定により修学資

金の貸付けの決定を受けた者の当該決定に係る修学資金については、改正後の同条例の規

定（第八条第二項の規定を除く。）にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（令和二年三月二十三日条例第十一号） 

この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の

日から施行する。 

附 則（令和三年十月十九日条例第四十号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和四年十月二十一日条例第三十一号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和五年十月十七日条例第三十五号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和六年十月十八日条例第三十六号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和七年三月七日条例第一六号） 

この条例は、令和七年四月一日から施行する。 
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千葉県医師修学資金貸付条例施行規則 

平成二十一年三月三十一日 

規則第二十七号 

  

 改正 平成二四年 三月三〇日規則第三八号 平成二六年 三月二五日規則第一四号  

   平成二八年 三月二五日規則第一二号 平成三〇年 三月二三日規則第一四号  

   令和 二年 三月三一日規則第三二号 令和 二年一一月二七日規則第六六号  

   令和 四年 二月一〇日規則第六号 令和 七年 三月二一日規則第一七号  

千葉県医師修学資金貸付条例施行規則 

（趣旨） 

第一条 この規則は、千葉県医師修学資金貸付条例（平成二十年千葉県条例第四十五号。以

下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（条例第二条第一項第二号の規則で定める者） 

第二条 条例第二条第一項第二号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者と

する。 

一 大学に入学するために住所の変更をした者であって、当該変更をした日前の一年間県

内に住所を有していたもの 

二 県内に所在する学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第六章に規定する高等学

校、同法第七章に規定する中等教育学校の後期課程、同法第八章に規定する特別支援学

校の高等部、同法第九章に規定する大学、同法第十章に規定する高等専門学校又は同法

第十一章に規定する専修学校の高等課程を卒業し、又は修了した者 

三 二親等以内の親族が県内に住所を有している者 

全部改正〔平成二六年規則一四号〕、一部改正〔平成二八年規則一二号・三〇年

一四号・令和二年三二号〕 

（利息の計算方法） 

第二条の二 条例第三条第二項に規定する利息は、修学資金の貸付けを受けた日の翌日から

最後に貸付けを受けた日までの期間の日数を基礎として、日割りによって計算するものと

する。 

２ 条例第三条第二項に規定する利息の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、閏

（じゆん）年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。 

追加〔平成三〇年規則一四号〕 

（申請手続） 

第三条 条例第五条第一項の規定により修学資金の貸付けの申請をしようとする者は、修学

資金貸付申請書（別記第一号様式）に次の各号（長期支援コース修学資金の貸付けにあっ

ては第四号を、ふるさと医師支援コース修学資金、小児科コース修学資金及び産婦人科コ

ース修学資金の貸付けにあっては第二号を除く。）に掲げる書類を添えて提出しなければ

ならない。 

一 誓約書（別記第二号様式） 

二 推薦書（別記第三号様式） 

三 連帯保証人の印鑑証明書 
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四 在学証明書その他の申請者が大学に在学していることを証明する書類 

五 その他知事が必要と認める書類 

２ ふるさと医師支援コース修学資金の貸付けの申請をしようとする者が前項の修学資金貸

付申請書を提出する場合には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める書類を添えて提出しなければならない。 

一 県内に住所を有する者 住民票の写しその他の申請者の住所を確認できる書類として

知事が認めるもの 

二 県外に住所を有する者 住民票の写し、卒業証明書その他の申請者が第二条各号のい

ずれかに該当する者であることを確認できる書類として知事が認めるもの 

一部改正〔平成二六年規則一四号・二八年一二号・三〇年一四号・令和二年三二

号・令和七年一七号〕 

（連帯保証人） 

第四条 条例第五条第一項に規定する連帯保証人は、成年者で独立の生計を営むもの（修学

資金の貸付けを申請した者が未成年者であるときは、当該未成年者の法人である法定代理

人を含む。）とし、修学資金の貸付けを申請した者が未成年者であるときは、そのうち一

名を法定代理人としなければならない。 

２ 修学資金の貸付けを受けた者（以下「借受人」という。）は、連帯保証人を変更し、又

は連帯保証人の住所に変更があったときは、速やかに連帯保証人変更届（別記第四号様

式）を知事に提出しなければならない。 

３ 前項の連帯保証人変更届には、連帯保証人を変更する場合にあっては、変更後の連帯保

証人の印鑑証明書を添付しなければならない。 

一部改正〔平成二四年規則三八号〕 

（貸付決定取消事由等の届出） 

第五条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める届出書によ

り、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。ただし、第六号に掲げる届出書に

あっては、災害、病気その他のやむを得ない事由による場合を除き、あらかじめ届け出な

ければならないものとする。 

一 大学を退学するとき。 大学退学届（別記第五号様式） 

二 修学資金の貸付けを受けることを辞退するとき。 修学資金貸付辞退届（別記第六号

様式） 

三 大学を休学し、又は停学の処分を受けたとき。 大学休学（停学）届（別記第七号様

式） 

四 大学に復学し、又は停学期間が満了したとき。 大学復学（停学期間満了）届（別記

第八号様式） 

五 臨床研修を開始し、修了し、又は再開したとき。 臨床研修開始等届（別記第九号様

式） 

六 医師の免許を取得した年の四月中に臨床研修を開始しないこととするとき、臨床研修

を中断し、若しくは休止するとき、特定病院等を退職するとき、又は一月を超える期間

特定病院等で医師の業務に従事しないこととするとき。 臨床研修中断等届（別記第十

号様式） 
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２ 借受人が死亡したときは、借受人の相続人は、借受人死亡届（別記第十一号様式）を知

事に提出しなければならない。 

一部改正〔平成二八年規則一二号・三〇年一四号・令和二年六六号〕 

（医師業務従事開始届の提出） 

第六条 借受人（特定病院等を退職した者又は臨床研修が修了した後特定病院等において医

師の業務に従事しなかった者に限る。）は、特定病院等で医師の業務に従事しようとする

ときは、医師の業務に従事しようとする日の三月前までに、医師業務従事開始届（別記第

十二号様式）を知事に提出しなければならない。 

第七条 削除 

〔令和二年規則六六号〕 

（返還免除の申請） 

第八条 条例第八条の規定により修学資金の返還及びその利息の支払の債務の免除を受けよ

うとする者は、修学資金返還免除申請書（別記第十四号様式）を知事に提出しなければな

らない。 

一部改正〔平成三〇年規則一四号〕 

（条例第八条第一項の期間の計算方法） 

第九条 条例第八条第一項に規定する県内において臨床研修を受けた期間及び特定病院等に

おいて医師の業務に従事した期間の計算は、月数による。この場合において、一月に満た

ない端数が生じたときは、これを一月とする。 

全部改正〔平成三〇年規則一四号〕 

（返還猶予の申請） 

第十条 条例第九条の規定により修学資金の返還及びその利息の支払の猶予を受けようとす

る者は、修学資金返還猶予申請書（別記第十五号様式）を知事に提出しなければならな

い。 

一部改正〔平成三〇年規則一四号〕 

（延滞利子の減免申請） 

第十一条 条例第十条第二項の規定により延滞利子の減免を受けようとする者は、延滞利子

減免申請書（別記第十六号様式）を知事に提出しなければならない。 

（借用証書の提出） 

第十二条 借受人は、修学資金の貸付けの事実がやんだときは、直ちに修学資金借用証書

（別記第十七号様式）を知事に提出しなければならない。 

（現況報告書の提出） 

第十三条 借受人は、修学資金の返還の債務を負うことがなくなるまで、毎年四月一日（次

項において「現況報告基準日」という。）現在の現況報告書（別記第十八号様式）を当該

年の四月三十日までに知事に提出しなければならない。 

２ 現況報告基準日以前一年内に特定病院等で医師の業務に従事した期間がある者は、前項

の現況報告書に医師業務従事期間証明書（別記第十九号様式）を添付しなければならな

い。 

一部改正〔令和二年規則六六号〕 

（氏名等変更届の提出） 
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第十四条 借受人は、氏名又は住所に変更があったときは、直ちに氏名（住所）変更届（別

記第二十号様式）を知事に提出しなければならない。 

（連帯保証人の署名） 

第十五条 借受人は、第三条の規定による修学資金貸付申請書、同条第一号に掲げる誓約

書、第四条第二項の規定による連帯保証人変更届及び第十二条の規定による修学資金借用

証書を知事に提出するときは、連帯保証人と連署の上、提出しなければならない。 

一部改正〔令和二年規則六六号〕 

（報告） 

第十六条 知事は、修学資金の貸付けの目的を達成するため必要があると認めるときは、借

受人に対し、大学における修学の経過及び結果その他の必要な事項に関し報告を求めるこ

とができる。 

附 則 

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。 

附 則（平成二十四年三月三十日規則第三十八号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に、改正前の千葉県医師修学資金貸付条例施行規則の規定により調製

した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することが

できる。 

附 則（平成二十六年三月二十五日規則第十四号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に、改正前の千葉県医師修学資金貸付条例施行規則の規定により調製

した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することが

できる。 

附 則（平成二十八年三月二十五日規則第十二号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に、改正前の千葉県医師修学資金貸付条例施行規則の規定により調製

した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することが

できる。 

附 則（平成三十年三月二十三日規則第十四号） 

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。 

附 則（令和二年三月三十一日規則第三十二号） 

この規則は、令和二年四月一日から施行する。 

附 則（令和二年十一月二十七日規則第六十六号） 

（施行期日） 
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１ この規則は、令和二年十二月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ 令和三年四月一日現在の現況報告書に係る改正後の千葉県医師修学資金貸付条例施行規

則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「現況報告基準日以前一年内に」とあ

るのは、「令和二年四月一日から現況報告基準日までの間に」とする。 

３ この規則の施行前に、改正前の千葉県医師修学資金貸付条例施行規則の規定により調製

した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することが

できる。 

附 則（令和四年二月十日規則第六号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和四年三月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に、改正前の千葉県医師修学資金貸付条例施行規則の規定により調製

した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することが

できる。 

附 則（令和七年三月二一日規則第一七号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和七年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に、改正前の千葉県医師修学資金貸付条例施行規則の規定により調製

した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することが

できる。 

別 記 

第一号様式 

（第三条）一部改正〔平成24年規則38号・26年14号・28年12号・令和７年17号〕 

第二号様式 

（第三条第一号）一部改正〔平成24年規則38号〕 

第三号様式 

（第三条第二号） 

第四号様式 

（第四条第二項）一部改正〔平成24年規則38号〕 

第五号様式 

（第五条第一項第一号）一部改正〔令和４年規則６号〕 

第六号様式 

（第五条第一項第二号） 

一部改正〔平成26年規則14号・28年12号・令和４年６号・７年17号〕 

第七号様式 

（第五条第一項第三号）一部改正〔令和４年規則６号〕 

第八号様式 

（第五条第一項第四号）一部改正〔令和４年規則６号〕 
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第九号様式 

（第五条第一項第五号）一部改正〔平成30年規則14号・令和４年６号〕 

第十号様式 

（第五条第一項第六号） 

一部改正〔平成30年規則14号・令和２年66号・４年６号〕 

第十一号様式 

（第五条第二項） 

一部改正〔平成24年規則38号・26年14号・28年12号・令和２年66号・４年６号・７年17号〕  

第十二号様式 

（第六条）一部改正〔令和４年規則６号〕 

第十三号様式 削除 

〔令和２年規則66号〕 

第十四号様式 

（第八条） 

一部改正〔平成26年規則14号・28年12号・30年14号・令和４年６号・７年17号〕 

第十五号様式 

（第十条）一部改正〔平成26年規則14号・28年12号・令和４年６号・７年17号〕 

第十六号様式 

（第十一条）一部改正〔平成26年規則14号・28年12号・令和４年６号・７年17号〕 

第十七号様式 

（第十二条）一部改正〔平成24年規則38号・26年14号・28年12号・令和７年17号〕 

第十八号様式 

（第十三条第一項）

全 部 改 正 〔 平 成 30年 規 則 14号 〕 、 一 部 改 正 〔 令 和 ２ 年 規 則 66号 ・ ４ 年 ６ 号 〕 

第十九号様式 

（第十三条第二項）全部改正〔平成30年規則14号〕 

第二十号様式 

（第十四条）一部改正〔令和４年規則６号〕 


